
                令和 5年 11月 1日 
 
回 覧 

 

  

熊の目撃情報について（注意喚起） 

松本市内では今年に入り、熊の目撃情報が相次いでいます。 

入山辺地区でも、令和５年１０月中旬に、三反田地籍の人家付近 

で熊のものと思われる動物の足跡が発見されています。 

熊の被害にあわないためにも次の点に注意しましょう。 
 

～ 熊に出会わないようにするために ～ 

明け方や夕暮れ時は熊の活動が活発になります。 

 

〇山に入る際は単独での行動を避け、鈴などの音の出るものを携

帯しましょう。 

〇朝夕の散歩をする際は、人家付近であっても鈴などの音の出る

ものを携帯しましょう。 

～ 熊を引き寄せないために ～ 

熊は臭いに敏感です。 

〇生ごみや野菜くずは野外に放置しないようにしましょう。 

〇栗や柿等は、採取するか木の枝払い（伐採）をお願いします。 

熊を目撃した方は、 

〇平日（8時 30分～17時 15分）は入山辺地区地域づくりセンター

0263-32-1389 

〇閉庁時（夜間・休祭日）は松本警察署 0263-25-0110または 

松本市役所 0263-34-3000までご連絡をお願いします。 

 

 入山辺地区地域づくりセンター 

TEL 0263-32-1389 


